
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴留社会保険労務士事務所 

社会保険労務士 鶴留 舞 

〒820-0067 飯塚市川津 693-47-1F 

TEL：０９４８－２８－２４４４ 

FAX：０９４８－２８－２４４８ 

鶴留社労士事務所だより 

2019年  ３月号 

◆調査の概要 
 

日本経済団体連合会（経団連）は、会員企業および東京経営者協会の主要会員企業の労務担当役員等を対象に、

春季労使交渉・協議や人事・労務に関するトップ・マネジメントの意識・意見などを調査しています。今回は 2018

年の調査結果のうち、注目すべき結果を取り上げてまとめます。 

人事・労務に関するトップ・マネジメントの意識～経団連調査 

◆賃金関係 
 

月例賃金について、労働組合等の要求とは関係なく、自社の施策として実施を決定した内容として、「定期昇給

の実施、賃金体系の維持」（64.9％）と「初任給の引上げ」（46.5％）が目立ちます。また、賞与・一時金におい

ても、前年度より増額した企業は 54.6％あり、前年度の水準を維持した企業も 32.0％と、増額・維持する企業

が約 87％にのぼっています。 

◆労働生産性と人材育成の取組み 
 

新たなビジネスやイノベーションの創出に向けた具体的な取組みとして、現在注力しているものに、「挑戦する

社内風土醸成」（54.5％）、「組織や業務体制の見直し」（47.8％）、「中途採用など外部人材の積極的な採用と活

躍推進」（42.4％）、「社員の知識・スキル向上のための教育・研修」（40.5％）があげられています。そして今

後（５年程度）注力したい項目としては、「成長分野・重点分野への戦略的な人事異動」（47.4％）が最も多い結

果になりました。 

◆高齢社員の活躍推進 
 

高齢社員を雇用する目的として最も多かったのが、「知識や経験等を活かした専門能力の発揮」（45.4％）

で、「労働力・人材の確保」（28.9％）、「後進の指導・育成、技術・技能の伝承」（23.4％）と続きます。高齢

社員のモチベーション維持・向上のために既に実施している施策としては、「人事評価制度」（56.4％）と「勤

務時間・日数などの柔軟な勤務制度」（55.5％）が最も多く、検討している施策としては、「基本給水準の引上

げ」（39.4％）と「定年年齢の引上げ」（37.4％）が上位を占めています。 

◆副業・兼業の取扱い 
 

副業・兼業の実態として、「現在認めている」企業が 21.9％あるのに対し、「認めていない」企業は 78.1％

と圧倒的に多い結果となっています。後者のうち、今後も認めるつもりはない企業は 43.5％にのぼります。副

業・兼業を認めている理由として、「社員のモチベーション向上」（37.7％）、「自社では提供できない仕事経験

による能力向上やアイデアの創出」（34.9％）があげられています。一方で、認めていない理由としては、「社

員の総労働時間が把握できない」（64.6％）、「社員の健康確保が図れない」（54.5％）、「疲労の蓄積によって社

員の業務効率が低下する」（44.9％）が多くあげられています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆人材不足を実感している企業が９割 
企業の「人手不足」の問題については、し

ばしば新聞やテレビでも報道されるところ

ですが、自社の状況はいかがでしょうか？ 

エン・ジャパン株式会社が実施した 2019

年の「人材不足の状況」についてのアンケー

ト調査（762 社から回答）によると、「人材

が不足している部門がある」と回答した企業

が９割という結果だったそうです。これは、

2016 年の調査に比べ、５ポイント上昇した

数字となっており、３年前よりも人材不足感

が増していることが伺えます。 

◆人手不足への対応策は？ 
では、人手不足を実感している会社では、どのような対策を講じて

いるのでしょうか。 

同調査では、人材不足の状況への対応策についても聞いており、

86％が「新規人材の採用（欠員の補充）」と答えています。次いで「既

存の業務を効率化する（ＩＣＴ化、標準化等）（35％）、既存社員の

教育、能力向上（30％）、社員のモチベーション向上のため、処遇見

直し（18％）と続いています。 

調査結果でも、「新規人材の採用」を解決策として挙げた会社が多

かったようですが、最近は、「高齢者雇用」「外国人雇用」「仕事を

離れてからブランクのある女性の雇用」など、これまで採用市場に多

くなかった人材の積極採用に目を向ける企業も増えているようです。 

◆「新規人材の採用」以外の解決策も 
また、今後避けられないであろう人口減少、労働力人口減少の流れの中では、「今いる人材が離職しないこと」「業

務の効率化」は、どうしても検討しなければならないテーマとなっています。 

社員の納得感を増すために処遇制度を見直したり、職場環境を改善するため社内コミュニケーションを活性化させた

りするなど、すでに人材確保のための積極的な取組みを始めている企業も少なくありません。 

人手不足問題への対応、どうしますか？ 

「Ｍ字カーブ」の解消進む～労働力調査（2018 年平均）にみる就業者の動向 

◆就業者は６年連続の増加、就業率も６年連続の上昇 
総務省が発表した労働力調査によると、2018 年平均で、労働力人口（15 歳以上人口のうち，就業者と完全失業

者を合わせた人口）は、6,830 万人と，前年に比べ 110 万人の増加（６年連続の増加）となりました。男女別にみ

ると、男性は 3,817 万人と 33 万人の増加、女性は 3,014 万人と 77 万人の増加となりました。 

就業者についてみると、6,664 万人と，前年に比べ 134 万人の増加（６年連続の増加）となりました。男女別に

みると，男性は 3,717 万人と 45 万人の増加、女性は 2,946 万人と 87 万人の増加となりました。 

就業率（15 歳以上人口に占める就業者の割合）は、2018 年平均で 60.0％と、前年に比べ 1.2 ポイントの上昇

（６年連続の上昇）となりました。男女別にみると，男性は 69.3％と 0.9 ポイントの上昇，女性は 51.3％と 1.5 ポ

イントの上昇となりました。 

 

正規・非正規の別にみると、正規の職員・従業員は 53 万人の増加、非正規の職員・従業員は 84 万人の増加とな

りました。正規の職員・従業員を男女別にみると、男性は 2,347 万人と 29 万人の増加、女性は 1,138 万人と 24

万人の増加となりました。 

非正規の職員・従業員を男女別にみると、男性は 669 万人と 22 万人の増加，女性は 1,451 万人と 62 万人の増

加となりました。 

就業者を産業別にみると，「宿泊業・飲食サービス業」は 2018 年平均で 416 万人と前年に比べ 25 万人の増

加、「医療・福祉」は 831 万人と 17 万人の増加などとなりました。 

◆女性の就業率が 50年ぶりに５割超える 
女性についてみると、就業者の増加が著しく、女性の就業率が５割を超すのは 50 年ぶりです。正規・非正規でい

うと、特に非正規で増加したことがわかります。また、産業別にみると、女性の就業者が最も増加した分野が、「宿泊

業・飲食サービス業」で 20 万人増、続いて介護など「医療・福祉」の 14 万人増です。背景には、人手不足や育児

と両立して働きやすい環境づくりが進んだことがあります。 

 

女性の就業率は出産や育児を理由に 30 歳代で下がり、40 歳代で再び上がる傾向がありました。年齢層に分けて

グラフを描くと M 字になるので以前から「M 字カーブ」といわれていますが、近年は仕事と育児を両立できる働き方

が広がった結果、退職する女性は減り「M 字カーブ」の解消が一段と進んだ格好です。 

18 年は若年層の女性就業率も大きく上がりました。15～24 歳の伸びが年代別で最も高く、人手不足でアルバイ

トの就労条件が良くなっていることが背景にあります。 

女性の就業率が５割に達したことは働き方改革が一定の成果を上げたことを意味しますが、男性の７割とはまだ差

が大きいのが現状です。今後も仕事と育児の両立支援などが望まれます。 

◆人材確保のために今から対策を 
人手不足の問題は、今後企業ごとに工夫を凝らして解決していかなければならないテーマとなっています。人材獲得

競争の波に乗り遅れないように、今から検討していく必要があるでしょう。 



外国人労働者が約 146 万人に～厚労省届出状況 

◆入管法改正による影響は？ 

今年４月施行の改正入国管理法により、新しい在留資格「特定技能」が創設され、外国人労働者の受入れが拡大し

ます。また、政府は「今後５年間に 14 業種で 34 万人超の外国人労働者の受入れを目指す」方針を示しています。

受入れ事業者ならずとも、外国人との共生をどうしていくか、社会全体で考えていかなければなりません。 
 

 

【参考】厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（PDF） 
https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000472892.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不正統計調査対応のスケジュールが明らかに 

◆雇用調整助成金の過少給付問題はどうなる？ 

この問題では、被保険者への給付だけでなく、雇用調整助成

金の過少支給も 30 万件、約 30 億円あることがわかっていま

す。 

2004 年８月から 2011 年７月の間、または 2014 年８月

以降に休業等して本助成金を受けた企業が追加給付の対象とな

りますが、被保険者への追加給付の支払いよりも後になるため、

まだ手続方法や支払開始時期は明らかにされていません。 

ただし、申請書類等が処分済みだったり廃業済みだったりし

て対象企業が把握できず、正しく通知が届かないおそれのある

ことが明らかになっていますので、注意が必要です。 

◆現在受給中の人には３月から追加給付 
不正統計問題で厚生労働省は２月４日、追加給付に向けた工程表を明らかにしました。 

それによると、雇用、労災、船員の各保険で現在給付を受けている人は３月から、過去の受給者は６月から、順次

追加給付を受けることとなっています。 

制度によって支払開始時期はまちまちで、船員保険で６月、労災保険の休業補償で９月頃、労災年金で 10 月頃､

雇用保険で 11 月頃とされています。 

◆追加給付を受けるための手続方法は？ 

現在受給中の人は手続き不要ですが、過去の受

給者には厚生労働省から通知が届きます。 

しかしながら、現住所や氏名の変更を把握して

いない人には通知が届かないおそれがあり、述べ

約2,000万人の対象者のうち1,000万人以上の

対象者の住所が不明との報道もあるため、厚生労

働省が来月開設する予定のホームページで対象か

どうかを確認する人は、相当数に上りそうです。 

会社にも、退職者から問合せ等が寄せられるか

もしれません。 

◆都道府県別・産業別の実態 

都道府県別でみると、東京都が

最も多く５万 8,878 カ所（全体

の27.2％）、愛知県が１万7,473

カ所（同 8.1％）、大阪府が１万

5,137 カ所（7.0％）と続いてい

ます。 

産業別にみると、「製造業」が

最も多く４万 6,254 カ所（全体

の 21.4％）、「卸売業、小売

業」が３万 6,813 カ所（同

17.0％）、「宿泊業、飲食サー

ビス業」が３万 1,453 カ所（同

14.5％）と続いています。「製

造業」と「卸売業、小売業」は前

年同期比よりも減少している一方

で、「宿泊業、サービス業」と

「建設業」は増加となっていま

す。 

◆外国人雇用事業所数、 

外国人労働者が過去最高 
厚生労働省は、平成 30 年 10 月末時

点の外国人雇用についての届出状況を

公表しました。 

外国人を雇用している事業所は 21

万 6,348 カ所（前年同期比 21,753 カ

所、10.2 ポイント増）、外国人労働者

は 146 万 463 人（前年同期比 18 万

1,793 人、14.2 ポイント増）で、とも

に平成 19 年に届出が義務化されて以

降、過去最高を更新しました。 

増加の要因としては、高度外国人材や

留学生の受入れが進んでいることや、永

住者や日本人の配偶者等の身分に基づ

く在留資格の人たちの就労が進んでい

ること、技能実習制度の活用により技能

実習生の受入れが進んでいること等が

考えられます。 

◆国籍別・在留資格別の実態 

外国人労働者を国籍別にみると、中

国が最も多く 38 万 9,117 人（全体

の 26.6％）、ベトナムが 31 万

6,840 人（同 21.7％）、フィリピン

が 16 万 4,006 人（同 11.2％）と

続いています。特にベトナムは、前年

同期比より 31 万 6,840 人（21.7

ポイント増）と大きく増加していま

す。 

また、在留資格別にみると、身分に

基づく在留資格（永住者、日本人の配

偶者等、永住者の配偶者等）の 49 万

5,668 人（全体の 33.9％）が最も多

く、資格外活動（留学を含む）（34

万 3,791 人、23.5％）、技能実習

（30 万 8,489 人、21.1％）、専門

的・技術的分野（27 万 6,770 人、

19.0％）、と続いています。 

◆覚えのある会社は書類を探してみましょう 
追加給付は、既に廃業した企業も対象となります。手続きのための書類には、支給申請書類一式、支給決定通知書

が今後役立つ可能性があるとされているものの、限定されていないので、当時のことがわかる書類を探してみるとよ

いでしょう。 

自社に残っていない場合でも、手続きを代行した社会保険労務士が控えを保存している可能性がありますので、

助成金を受給した覚えのある会社は確認してみましょう。 



TEL 0947-47-4000 

田川郡川崎町大ヶ原 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 
 

11 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に一括有期事業を開始している場合＞［労働基準監督署］ 

 

 
15 日 

○ 個人の青色申告承認申請書の提出＜新規適用のもの＞

［税務署］ 

○ 個人の道府県民税および市町村民税の申告［市区町村］ 

○ 個人事業税の申告［税務署］ 

○ 個人事業所税の申告［都・市］ 

○ 贈与税の申告期限＜昨年度分＞［税務署］ 

○ 所得税の確定申告期限［税務署］ 

○ 確定申告税額の延納の届出書の提出［税務署］ 

○ 財産債務調書、国外財産調書の提出 

○ 総収入金額報告書の提出［税務署］ 

 

4 月 1 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の

提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場

合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］ 

○ 個人事業者の消費税の確定申告期限［税務署］ 

 


